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マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
休
日
窓
口
開
設

　

大
洲
市
で
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
を
よ
り
申
請
し
や
す
く
、
ま
た
受
け

取
り
や
す
く
す
る
た
め
、
令
和
３
年
１

月
か
ら
次
の
取
り
組
み
を
始
め
ま
す
。

　

ま
だ
取
得
し
て
い
な
い
人
は
、
こ
の

機
会
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
作
り

ま
し
ょ
う
。

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
は
、
こ
れ
か

ら
の
デ
ジ
タ
ル
社
会
に
不
可
欠
な
も
の

で
、
令
和
３
年
３
月
か
ら
は
健
康
保
険

証
と
し
て
も
利
用
で
き
る
よ
う
に
な
り

ま
す
。
カ
ー
ド
は
申
請
か
ら
受
け
取
り

ま
で
に
約
１
カ
月
か
か
り
ま
す
。
お
早

め
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　
休
日
窓
口
の
開
設

　

令
和
３
年
１
月
か
ら
、
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
カ
ー
ド
関
連
業
務
に
つ
い
て
、
休
日

対
応
を
始
め
ま
す
。
仕
事
や
通
学
の
た

め
、
平
日
に
来
庁
で
き
な
い
人
な
ど
、

ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
た
だ
し
、
開

設
は
本
庁
の
み
で
す
。
カ
ー
ド
交
付
場

所
が
支
所
の
場
合
は
、
受
取
希
望
日
の

３
日
前
（
閉
庁
日
を
除
く
）
ま
で
に
連

絡
を
い
た
だ
け
れ
ば
、
本
庁
で
交
付
が

受
け
ら
れ
ま
す
。

【
開
設
日
時
】

令
和
３
年
１
月
か
ら
当
分
の
間
、

毎
月
第
２
土
曜
日
、
第
４
日
曜
日
の
午

前
９
時
か
ら
午
後
１
時
ま
で

※ 

シ
ス
テ
ム
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
に
よ
り
開

庁
で
き
な
い
日
も
あ
り
ま
す
。
日
程

は
、
市
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確

認
の
う
え
お
越
し
く
だ
さ
い
。

【
開
設
場
所
】

市
役
所
（
本
庁
）
１
階
市
民
生
活
課

【
対
応
で
き
る
業
務
】

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請
・
交
付
、

電
子
証
明
書
の
更
新
・
暗
証
番
号
の
再

設
定
な
ど

「
申
請
時
来
庁
方
式
」を
始
め
ま
す

【
申
請
時
来
庁
方
式
と
は
】

　

申
請
者
本
人
が
市
民
生
活
課
・
各
支

所
で
申
請
す
る
際
に
、
あ
ら
か
じ
め
必

要
書
類
を
持
参
し
て
い
れ
ば
本
人
限
定

受
取
郵
便
で
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の

交
付
が
受
け
ら
れ
る
方
法
で
す
。

▽
必
要
書
類

・ 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
通
知
カ
ー
ド
、
ま

た
は
、
個
人
番
号
通
知
書

・
本
人
確
認
書
類

（ 

①
か
ら
１
点
、ま
た
は
②
か
ら
２
点
）

①
運
転
免
許
証
、
パ
ス
ポ
ー
ト
、
身

Information pick up

障
者
手
帳
な
ど
官
公
署
が
発
行
し
た

顔
写
真
付
き
の
も
の

　

 

②
健
康
保
険
証
、
年
金
手
帳
、
医
療

受
給
者
証
、介
護
保
険
被
保
険
者
証
、

在
学
証
明
書
、
学
生
証
な
ど

・ 

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
（
お
持
ち
の

人
の
み
）

※ 

15
歳
未
満
の
人
な
ど
は
法
定
代
理
人

の
本
人
確
認
書
類
も
必
要
で
す
。

※ 

必
要
書
類
が
揃
っ
て
い
な
い
場
合

は
、
申
請
時
来
庁
方
式
で
対
応
で
き

な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は

市
民
生
活
課
市
民
係
へ
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

申
請
を
サ
ポ
ー
ト
し
て
い
ま
す

　

市
民
生
活
課
・
各
支
所
で
は
、「
申

請
に
必
要
な
顔
写
真
の
撮
影
か
ら
、
オ

ン
ラ
イ
ン
申
請
ま
で
」
を
無
料
で
実
施

し
て
い
ま
す
。
交
付
申
請
書
を
お
持
ち

の
場
合
は
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

「
個
人
番
号
カ
ー
ド
交
付
申
請
書
」

が
送
付
さ
れ
ま
す

　

ま
だ
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
取

得
し
て
い
な
い
人
に
は
、
地
方
公
共
団

体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
（J-LIS
）
か

ら
「
個
人
番
号
カ
ー
ド
交
付
申
請
書
」

が
令
和
３
年
１
月
か
ら
３
月
の
間
に
順

次
送
付
さ
れ
ま
す
。

※ 

乳
児
、
国
外
転
入
者
な
ど
、
令
和
２

年
中
に
別
に
申
請
書
が
送
付
さ
れ
た

人
に
は
今
回
は
送
付
さ
れ
ま
せ
ん
。

　

申
請
書
に
付
い
て
い
る
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド

を
読
み
取
れ
ば
、
ご
自
分
で
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
や
タ
ブ
レ
ッ
ト
に
よ
る
オ
ン
ラ

イ
ン
申
請
も
で
き
ま
す
。
詳
細
は
同
封

さ
れ
て
い
る
案
内
文
書
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

　

ご
自
分
で
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
し
た
場

合
は
、申
請
者
本
人
が
交
付
通
知
書（
は

が
き
）
に
記
載
さ
れ
た
必
要
書
類
を
持

参
の
う
え
、
指
定
さ
れ
た
交
付
場
所
に

受
け
取
り
に
来
て
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

市
民
生
活
課
市
民
係　

☎
㉔
１
７
１
０
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特
設
展
「
大
洲
・
新
谷
両
藩
の
武
芸
と
武
具
」

　

約
２
６
０
年
間
も
平
穏
な
時
代
が
続

い
た
江
戸
時
代
に
お
い
て
も
武
士
は
、

戦
場
で
戦
う
兵
士
と
し
て
必
要
な
剣

術
・
弓
術
・
砲
術
・
馬
術
な
ど
武
芸
の

習
得
に
日
々
励
み
ま
し
た
。
こ
う
し
た

訓
練
を
重
ね
る
武
士
に
と
っ
て
、
刀
剣

や
火
縄
銃
な
ど
の
武
具
は
、
武
士
に
と

っ
て
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
重
要
な
も

の
で
、
藩
内
に
は
こ
の
武
具
類
の
製
造

を
担
う
鉄
砲
鍛
冶
や
刀
鍛
冶
な
ど
数
多

く
の
職
人
が
存
在
し
ま
し
た
。

　

本
展
覧
会
で
は
、
館
蔵
品
の
中
か

ら
、
大
洲
・
新
谷
藩
で
培
わ
れ
た
武
芸

の
ほ
か
、
藩
の
御
用
も
担
っ
た
堺
（
大

阪
府
堺
市
）
の
井
上
関せ
き

右え

も

ん
衛
門
の
ほ

か
、
安
達
伴は
ん

兵べ

衛い

・
藤
田
伊い

三さ
ぶ

良ろ
う

・
石

井
伊い

八は
ち

良ろ
う

な
ど
大
洲
で
製
造
さ
れ
た
火

縄
銃
や
、
岡
本
隆た
か

国く
に

な
ど
刀
匠
岡
本
家

の
刀
剣
類
を
交
え
て
、
大
洲
・
新
谷
両

藩
の
武
芸
と
武
具
に
つ
い
て
ご
紹
介
し

ま
す
。

【
会　

期
】

令
和
３
年
１
月
５
日
㈫
〜
４
月
11
日
㈰

【
会　

場
】

大
洲
市
立
博
物
館
４
階
展
示
室

【
開
館
時
間
】

午
前
９
時
〜
午
後
５
時

【
休
館
日
】

毎
週
月
曜
日（
祝
日
の
場
合
は
翌
平
日
）

【
観
覧
料
】　

無
料

【
問
い
合
わ
せ
先
】

大
洲
市
立
博
物
館　

☎
㉔
４
１
０
７

おしらせピックアップ

川田雄
ゆう

琴
きん

「九
きゅう

張
ちょう

弓
きゅう

秘
ひ

伝
でん

」
伊豫大洲住 安達伴兵衛作

　令和 3 年 1 月 1 日現在、償却資産を所有して
いる会社や個人は、所有状況について市に申告
する義務があります。廃棄・移転などにより資
産が無くなった場合も申告してください。
　申告には、法人番号または個人番号が必要で
す。

【償却資産とは】
　会社や個人が事業を行うために用いることが
できる機械、器具、備品などのことです。家庭
用の太陽光発電設備も、発電出力が10kW以上の
場合は、償却資産に該当し課税対象となります。

【申告期間】
1 月 4 日㈪～ 2 月 1 日㈪
【提出先】
税務課または各支所

　ご不明な点がございましたら、問い合わせ先
までご相談ください。

【問い合わせ先】
税務課固定資産税係　☎24－1711

固定資産税に係る償却資産の申告について
　市では、現在、「大洲市民文化会館（仮称）整
備基本構想・基本計画」の策定に取り組んでい
ます。
　平成30年 7 月豪雨災害以降、一時中断してい
た大洲市民文化会館建設検討審議会を、本年 4
月に再開しました。
　同審議会において、建設候補地として抽出さ
れた「現在地」を含む 3 つの候補地から、制限
事項や災害リスクなどの視点、交通アクセス条
件や利便性、周辺公共施設との相互利用や相乗
効果など、総合的に比較・評価した結果、全会
一致で、「愛媛た
いき農業協同組合
移転後の用地が最
も適している」と
の結論に至り、答
申が提出され受理
しました。

【問い合わせ先】財政契約課管財係　☎24－1721

大洲市民文化会館建設検討審議会からの答申について
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新型コロナウィルス感染症の影響により収入が減少した中小事業者などに
対する令和 3年度固定資産税にかかる課税標準額の特例措置について

　令和 2 年 4 月30日㈭「地方税法等の一部を改正する法律（令和 2 年法律第26号）」が施行され、厳しい経営
環境にある中小事業者などに対して、以下のとおり令和 3 年度の固定資産税にかかる課税標準額の特例措置
が新たに創設されました。

【特例措置内容】
　新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収
入が30％以上減少した中小事業者などに対して、令
和 3 年度課税の償却資産および事業用家屋の課税標
準額を 2 分の 1 またはゼロとします。

【対象者】
令和 2 年 2 月から10月までの連続する任意の 3 カ月
間の事業収入の合計が、前年同期と比べ30％以上減
少している中小事業者・小規模事業者（※1）

※1   中小事業者・小規模事業者とは、以下のいずれかの条
件に該当する法人または個人をいいます。

1．資本金または出資金の額が 1 億円以下の法人（※2）

2 ．資本または出資を有しない法人のうち常時使用
する従業員数が1,000人以下の法人

3．常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
※2  次の法人は、資本金が 1 億円以下でも対象とは

なりません。
▽ 同一の大規模法人に発行済株式または出資の総数

または総額の 2 分の 1 以上を所有されている法人
▽ 2 つ以上の大規模法人に発行済株式または出資の総

数または総額の 3 分の 2 以上を所有されている法人
【対象資産】
令和 3 年 1 月 1 日時点で所有している償却資産およ
び事業用家屋

（※土地や事業用以外の家屋は対象外です）
※ 軽減を申告する資産は、賦課期日現在（令和 3 年

1 月 1 日）の資産と一致している必要があります。
【軽減率】

【申請の流れ】
⑴ 　中小企業者などが、市公式ホームページや市役

所税務課窓口で今回の特例措置の申告書様式を取
得して、認定経営革新等支援機関など（商工会議
所や税理士など）へ軽減適用要件を満たしている
か確認依頼をする。

⑵ 　認定経営革新等支援機関など（商工会議所や税
理士など）が、申告内容を確認して申告書に認定
印を押印する。

Information pick up

⑶ 　認定を受けた申告書などを市役所税務課固定資
産税係に提出する。

　 　償却資産について申告される場合は、令和 3 年
度の償却資産申告書などと一緒に、大洲市役所固
定資産税係まで提出してください。

【申告期間】
令和 3 年 1 月 4 日㈪～ 2 月 1 日㈪　（厳守）

【提出書類】
⑴ 　申告書（認定経営革新等支援機関などの確認（押

印）を受けた原本）
　 　窓口にお越しいただくか市公式ホームページか

らダウンロードもできます。
⑵ 　認定経営革新等支援機関などに提出した書類の

写し
　 　収入減を証する書類（会計帳簿や青色申告決算

書の写しなど）
　 　事業用家屋がある場合は、事業用割合を示す書

類（青色申告決算書の写しなど）
　 　収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合

は、猶予の金額や期間などを確認できる書類
⑶ 　令和 3 年度償却資産申告書および明細書
　 　償却資産がある場合は、必ず令和 3 年度の償却

資産申告書等必要書類を一緒に提出してください。

【制度の詳細】
　制度の詳細やQ＆Aについては、中小企業庁ホー
ムページをご確認ください。

【問い合わせ先】
税務課固定資産税係　☎24－1711

令和 2 年 2 月～10月までの任意
の連続する 3 カ月間の事業収入

の合計の対前年同期比減少率
対象資産にかかる

課税標準額の軽減率

30％以上 50％未満　減少 2 分の 1 　軽減
50％以上　減少 全額　軽減

大洲市税務課 
固定資産税係 

注：特殊な償却資産（二以上の市町村
　　にまたがるものなど）については、
　　総務大臣または道府県知事に申告
　　する必要があります。（家屋は常
　　に市町村に申告してください。）

事 業 者 

認定経営革新等
支援機関など

軽減措置適用要件を満たしているか、
会計帳簿、青色申告決算書などで確認 

①申告書
確認依頼 

②申告内容を
確認、認定 

③申告書提出 
（令和 3 年 2 月 1 日まで）



一
般
競
争（
指
名
競
争
）入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書�

【
指
名
願
】に
つ
い
て

　

大
洲
市
が
発
注
す
る
「
建
設
工
事
」、

「
測
量
・
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
等
業

務
」
お
よ
び
「
物
品
の
製
造
・
販
売
お

よ
び
役
務
の
提
供
等
」
の
競
争
入
札
な

ど
に
参
加
す
る
に
は
事
前
の
申
請
が
必

要
で
す
。

　

令
和
３
・
４
年
度
に
お
い
て
、
競
争

入
札
な
ど
に
参
加
を
希
望
す
る
人
は
、

次
の
要
領
で
申
請
書
を
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

【
申
請
の
期
間
】

１
月
12
日
㈫
〜
２
月
12
日
㈮

（
市
の
休
日
を
除
く
執
務
時
間
中
）

【
申
請
の
方
法
】

市
内
業
者 

…  

郵
送
（
当
日
消
印
有
効
）

ま
た
は
持
参 

市
外
業
者 

… 

郵
送
（
当
日
消
印
有
効
）

　

窓
口
で
の
混
雑
を
避
け
る
た
め
、
原

則
郵
送
に
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
市
内

業
者
の
み
持
参
も
可
能
で
す
が
、
受
け

付
け
窓
口
で
の
受
け
付
け
票
の
交
付
は

行
い
ま
せ
ん
。
返
信
用
封
筒
（
84
円
切

手
貼
付
）
を
必
ず
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

【
注
意
事
項
】

▽ 

大
洲
市
内
に
本
店
ま
た
は
営
業
所
を

有
す
る
法
人
ま
た
は
個
人
で
、
下
水

道
法
第
22
条
の
資
格
を
有
し
、
下
水

道
工
事
の
競
争
入
札
に
参
加
を
希
望

す
る
者
は
、
３
月
31
日
㈬
ま
で
に
下

水
道
課
へ
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

▽ 

申
請
書
提
出
後
書
類
内
容
に
変
更
が

生
じ
た
場
合
は
、
直
ち
に
財
政
契
約

課
契
約
係
ま
で
届
け
出
て
く
だ
さ

い
。

▽ 

申
請
は
す
べ
て
財
政
契
約
課
契
約
係

で
受
け
付
け
い
た
し
ま
す
。

▽ 

申
請
の
期
間
以
外
で
の
受
け
付
け

は
、
行
い
ま
せ
ん
の
で
注
意
く
だ
さ

い
。

　

一
般
競
争
（
指
名
競
争
）
入
札

参
加
資
格
審
査
申
請
書
【
指
名
願
】

の
受
け
付
け
に
つ
い
て
の
詳
細
お

よ
び
申
請
書
等
の
様
式
は
、
大
洲
市

公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジhttp://w

w
w
.

city.ozu.ehim
e.jp/

《
し
ご
と
の
情

報
↓
入
札
・
契
約
↓
入
札
参
加
資

格
》
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

様
式
は
必
ず
最
新
の
も
の
を
使

用
し
て
く
だ
さ
い
。

 

電
子
入
札
利
用
者
登
録
に
つ
い
て           

　

原
則
と
し
て
「
建
設
工
事
」
お
よ
び

「
測
量
・
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
等
業

務
」全
て
を
電
子
入
札
と
し
て
い
ま
す
。

　

既
に
利
用
者
登
録
を
済
ま
せ
た
方
は

再
度
申
請
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（
１
業
者
に
つ
き
１
登
録
）

　

愛
媛
県
な
ど
の
電
子
入
札
利
用
者
登

録
と
は
別
に
、
大
洲
市
へ
の
利
用
者
登

録
申
請
が
必
要
で
す
。

【
提
出
・
問
い
合
わ
せ
先
】

〒
７
９
５

｜

８
６
０
１

大
洲
市
大
洲
６
９
０

｜

１

市
役
所
財
政
契
約
課
契
約
係

☎
㉔
１
７
２
５
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　街路若宮東大洲線について、道路改良工事の
ため、次のとおり通行制限を行います。

【路 線 名】街路若宮東大洲線（市道大洲徳森線）
【制限区間】約270m
【制限期間】12月 1 日㈫～ 3 月26日㈮予定
【制限の程度】
▽車両は終日通行止め
▽歩行者は通行可能

【問い合わせ先】
都市整備課都市計画係　☎24－1719

道路通行制限のお知らせ新型コロナウイルス感染等に伴う
傷病手当金支給期間を延長します

大洲市
総合体育館

大洲農業
高等学校

四国電力
大洲営業所

ザ・ダイソー

フレッシュ
バリュー

大洲中央病院

制限区間

至宇和島

至松山→

→

231
56

　国民健康保険もしくは後期高齢者医療保険に
加入している被用者の人（給与の支払いを受け
ている人）が、新型コロナウイルス感染症に感
染または感染が疑われ、療養のために労務に服
することができない場合に支給する傷病手当金
の支給期間を、令和 3 年 3 月31日㈬まで延長し
ます。

【申請方法】
　申請には次の書類をご用意いただく必要があ
ります。
▽ 事業主が勤務状況（直近 3 月間の就労日数お

よび療養のために休んだ期間）や直近 3 月間
に支払われた給与を記載したもの

▽ 医療機関が、傷病名や労務不能と認められた
機関などを記載したもの

※ 申請する場合は、指定の様式がありますので、
必ず事前に電話などでご相談ください。

【問い合わせ先】
保険年金課国保係・高齢者医療係　☎24－1713



水
道
管
の
凍
結
・
破
裂
に
注
意

　

気
温
が
氷
点
下
に
な
る
と
、
水
道
管

内
の
水
が
凍
結
し
て
、
水
が
出
な
く
な

っ
た
り
、
水
道
管
が
破
裂
し
て
漏
水
す

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
平
成
30
年
2
月

8
日
に
は
、
大
洲
市
で
過
去
最
低
の
マ

イ
ナ
ス
７
・
３
度
を
記
録
し
、
各
地
区

で
多
数
の
凍
結
被
害
が
発
生
し
ま
し

た
。

　

次
の
場
合
に
は
、
特
に
水
道
管
の
凍

結
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

▽ 

最
低
気
温
が
マ
イ
ナ
ス
４
度
以
下
に

な
る
と
き

▽
長
時
間
水
道
を
利
用
し
な
い
と
き

▽ 

建
物
の
外
な
ど
、
地
上
に
露
出
し
て

い
る
水
道
管

▽ 

日
の
当
た
ら
な
い
場
所
や
、
風
当
た

り
が
強
い
場
所
の
水
道
管

 

凍
結
を
防
ぐ
に
は　
　
　
　
　
　
　

   

【
水
道
管
や
蛇
口
の
保
温
】

　

露
出
し
て
い
る
水
道
管
や
蛇
口
に
、

保
温
材
や
乾
い
た
タ
オ
ル
・
古
新
聞
な

ど
を
巻
き
付
け
、
水
に
濡
れ
て
凍
ら
な

い
よ
う
に
ナ
イ
ロ
ン
袋
な
ど
で
覆
い
、

最
後
に
ビ
ニ
ー
ル
テ
ー
プ
な
ど
で
し
っ

か
り
巻
い
て
く
だ
さ
い
。

【
水
を
出
し
続
け
る
】

　

翌
朝
に
冷
え
込
み
が
予
想
さ
れ
る
場

合
は
、
前
夜
か
ら
箸
の
太
さ
ぐ
ら
い
に

水
を
出
し
て
お
く
の
も
有
効
で
す
。

　

た
だ
し
、
出
し
た
分
の
水
に
つ
い
て

は
、
料
金
が
か
か
り
ま
す
の
で
出
し
過

ぎ
に
は
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

【
止
水
栓
を
閉
め
る
】

　

旅
行
な
ど
で
長
期
間
水
道
を
使
用
し

な
い
と
き
は
、
メ
ー
タ
ー
ボ
ッ
ク
ス
内

の
止
水
栓
を
閉
め
て
く
だ
さ
い
。

 

凍
結
し
て
し
ま
っ
た
ら　
　
　
　
　

 

▽ 

凍
結
し
て
水
が
出
な
い
と
き
に
は
、

自
然
に
溶
け
る
の
を
待
つ

▽ 

ド
ラ
イ
ヤ
ー
な
ど
で
温
風
を
当
て

て
、
水
道
管
内
の
水
を
溶
か
す

▽ 

蛇
口
を
い
っ
ぱ
い
に
開
け
て
、
凍
っ

た
部
分
に
タ
オ
ル
な
ど
を
か
ぶ
せ
、

そ
の
上
か
ら
ぬ
る
ま
湯
を
ゆ
っ
く
り

と
か
け
る

※ 

水
道
管
に
熱
湯
を
か
け
て
急
激
に
温

め
る
と
、
管
に
ひ
び
割
れ
や
破
損
を

起
こ
す
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

 

水
道
管
が
破
裂
し
て
し
ま
っ
た
ら　

     

　

水
が
噴
き
出
し
て
し
ま
っ
た
場
合

は
、
速
や
か
に
メ
ー
タ
ー
ボ
ッ
ク
ス
内

の
止
水
栓
を
閉
め
、
大
洲
市
指
定
の
水

道
業
者
に
修
理
を
お
願
い
し
て
く
だ
さ

い
。

※ 

宅
地
内
の
修
理
費
用
は
自
己
負
担
と

な
り
ま
す
。

水
道
メ
ー
タ
ー
の
検
針
に
ご
協
力
を

　

大
洲
市
で
は
、
水
道
使
用
量
を
確

認
し
料
金
を
算
定
す
る
た
め
、
２
カ

月
に
一
度
、
メ
ー
タ
ー
を
検
針
し
て
い

ま
す
。

　

い
つ
で
も
ス
ム
ー
ズ
な
検
針
が
行
え

る
よ
う
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

▽ 

メ
ー
タ
ー
ボ
ッ
ク
ス
の
上
に
自
動
車

や
植
木
鉢
な
ど
を
置
か
な
い
よ
う

に
し
て
く
だ
さ
い

▽ 

犬
は
、
メ
ー
タ
ー
ボ
ッ
ク
ス
か
ら
離

し
て
つ
な
い
で
く
だ
さ
い

▽ 

メ
ー
タ
ー
ボ
ッ
ク
ス
内
は
、
い
つ
も

き
れ
い
に
し
て
お
い
て
く
だ
さ
い

【
問
い
合
わ
せ
先
】

水
道
課
管
理
係　

☎
㉔
３
７
５
３

ボックス箇所の悪い例
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令
和
３
年
度
か
ら
浄
化
槽
補
助
金
が
変
わ
り
ま
す

　

市
で
は
、
生
活
雑
排
水
に
よ
る
水
質

汚
濁
を
防
止
す
る
た
め
、
浄
化
槽
を
設

置
す
る
人
に
対
し
て
、
費
用
の
一
部
を

予
算
の
範
囲
内
で
補
助
し
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
は
、「
浄
化
槽
本
体
」
を

設
置
す
る
費
用
に
対
し
て
補
助
し
て
い

ま
し
た
が
、
令
和
３
年
度
か
ら
は
、
単

独
処
理
浄
化
槽
か
ら
の
設
置
換
え
（
単

独
転
換
）
を
す
る
人
に
対
し
て
の
み
、

「
宅
内
配
管
」
お
よ
び
「
単
独
処
理
浄

化
槽
の
撤
去
」
に
か
か
る
費
用
に
つ
い

て
も
補
助
す
る
予
定
と
し
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
こ
の
変
更
に
伴
い
浄
化
槽
本

体
の
補
助
限
度
額
に
つ
い
て
も
一
部
見

直
し
ま
す
。

【
単
独
転
換
の
み
拡
充
す
る
理
由
】

　

浄
化
槽
設
置
整
備
事
業
は
、
国
の
交

付
金
を
財
源
と
し
て
い
ま
す
。
令
和
元

年
度
か
ら
宅
内
配
管
工
事
に
か
か
る
費

用
が
交
付
金
の
対
象
に
な
り
、
単
独
転

換
の
み
に
限
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

【
浄
化
槽
本
体
の

補
助
限
度
額
変
更
の
理
由
】

　

く
み
取
り
槽
か
ら
の
設
置
換
え
（
く

み
取
り
転
換
）
お
よ
び
単
独
転
換
に
つ

い
て
は
、
本
体
以
外
に
も
費
用
が
多
く

か
か
る
こ
と
か
ら
、
国
の
基
準
額
以
上

を
補
助
し
て
い
ま
し
た
が
、
宅
内
配
管

補
助
に
国
の
財
源
を
活
用
す
る
こ
と
が

可
能
に
な
っ
た
た
め
、
単
独
転
換
の
み

国
の
基
準
額
と
し
ま
し
た
。

　

な
お
、
新
築
に
つ
い
て
は
、
法
律
に

※ 新築とは、既存建物を取り壊し後、新築する場合も含みます。（新築は補助対象に
ならない場合があります）

※ 既存の施設が単独処理浄化槽で、増築などにより人槽が増となる場合は、新築の
扱いになります。

※ 宅内配管の工事範囲は、浄化槽への流入管（トイレ、台所、洗面所、風呂などか
らの排水）、ますの設置および住居の敷地に隣接する排水路までの放流管の設置に
かかる工事のことです。

※ 単独槽撤去は、浄化槽の設置のために全撤去が必要な場合で、最終処分場にて処
分した場合のみ補助します。

※ 工事費用が補助限度額に満たない場合は、それぞれの工事費用の千円未満を切り
捨てた額の合計になります。

※ 記載している内容は、改正予定の要綱に基づくもので、今後、変更となる場合が
あります。

人槽 補助区分
【補助限度額】

浄化槽本体 宅内配管 単独槽撤去

5 人槽

新築 166,000円

単独転換 332,000円 300,000円 90,000円

くみ取り転換 400,000円

7 人槽

新築 207,000円

単独転換 414,000円 300,000円 90,000円

くみ取り転換 480,000円

10人槽

新築 274,000円

単独転換 548,000円 300,000円 90,000円

くみ取り転換 640,000円

【令和 ３ 年度からの補助限度額】

よ
り
多
く
の
人
が
浄
化
槽
を
設
置
す
る

た
め
、
国
の
基
準
額
の
２
分
の
１
と
し

て
い
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

下
水
道
課
管
理
係　

☎
㉔
１
７
２
０
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ご
家
庭
の
浄
化
槽
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い

　

平
成
12
年
の
浄
化
槽
法
改
正
に
よ

り
、
平
成
13
年
４
月
１
日
か
ら
単
独
処

理
浄
化
槽
の
新
た
な
設
置
が
禁
止
さ

れ
、
過
去
に
設
置
さ
れ
た
単
独
処
理
浄

化
槽
の
管
理
者
は
、
合
併
処
理
浄
化
槽

へ
の
設
置
換
え
に
努
め
る
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
耐
用
年
数
を
過
ぎ
て
い
る
も

の
が
数
多
く
存
在
し
て
い
ま
す
の
で
、

破
損
な
ど
に
よ
り
ト
イ
レ
の
汚
水
が
垂

れ
流
し
に
な
っ
て
い
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。

　

ご
家
庭
の
浄
化
槽
を
確
認
し
、
合
併

処
理
浄
化
槽
へ
の
設
置
換
え
、
ま
た
は

公
共
下
水
道
な
ど
へ
の
接
続
を
お
願
い

し
ま
す
。

　【
単
独
処
理
浄
化
槽
の
見
分
け
方
】

　

ト
イ
レ
が
水
洗
に
な
っ
て
い
る
か
ら

と
い
っ
て
も
、
必
ず
合
併
処
理
浄
化
槽

に
な
っ
て
い
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
浄

化
槽
の
見
た
目
も
種
類
に
よ
っ
て
は
違

い
が
よ
く
分
か
ら
な
い
も
の
が
あ
り
ま

す
。

　

ま
ず
は
、
浄
化
槽
保
守
点
検
報
告
書

を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。
報
告
書
が
手

元
に
な
い
場
合
は
、
台
所
・
お
風
呂
・

洗
濯
・
洗
面
所
な
ど
の
雑
排
水
が
ど
こ

に
流
れ
て
い
る
の
か
を
確
認
し
て
く
だ

さ
い
。
浄
化
槽
へ
つ
な
が
っ
て
い
な
い

場
合
は
、
ト
イ
レ
の
汚
水
だ
け
を
処
理

し
て
い
る
単
独
処
理
浄
化
槽
で
す
。

【
設
置
換
え
が
必
要
な
訳
】

　

合
併
処
理
浄
化
槽
は
、
単
独
処
理
浄

化
槽
と
違
い
雑
排
水
も
浄
化
で
き
る
た

め
、
河
川
や
海
の
水
質
に
与
え
る
影
響

を
大
幅
に
減
ら
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
雑
排
水
に
よ
る
悪
臭
な
ど
を

減
ら
す
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
住
環
境

が
改
善
さ
れ
ま
す
。

　【
補
助
金
の
活
用
】

　

大
洲
市
で
は
、
浄
化
槽
設
置
整
備
事

業
に
よ
り
、
一
定
の
要
件
に
該
当
す
る

合
併
処
理
浄
化
槽
の
設
置
者
に
対
し
て

補
助
金
を
交
付
し
て
い
ま
す
の
で
、
ご

活
用
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

▽
浄
化
槽
全
般

　

市
民
生
活
課
環
境
保
全
係

☎
㉔
１
７
１
０

▽
浄
化
槽
補
助
金

　

下
水
道
課
管
理
係　

☎
㉔
１
７
２
０

　身体障害者手帳などの交付を受けていない場
合でも、要介護認定者などで、寝たきり度や認
知症の状態が一定の基準に該当する場合は、市
で認定書を交付します。
　本人または扶養者が、この認定書で確定申告・
住民税申告をすると、所得控除（障害者控除）
の対象となります。

【認定書交付対象者】
　大洲市に住所を有する人で、次のいずれかの
状態にあると市長が認定した人
▽ 身体障がい者（ 1 ～ 6 級）に準ずる障がいが

ある人
▽ 知的障がい者（軽度～重度）に準ずる障がい

がある人
▽寝たきり高齢者
※ 介護認定資料・医師の診断書などをもとに、

市の認定基準表で判定します。なお、要介護
認定を受けている人でも該当しない場合があ
ります。

※ 既に身体障害者手帳などで控除を受けている
人や、本人または扶養者が非課税で申告の必
要がない人は、認定書の取得は必要ありません。

【問い合わせ先】
高齢福祉課地域支援係　☎24－1714

　ボタニカルアート展を開催しますので、ぜひ
ご来場ください。

【日　時】12月12日㈯～令和 3 年 2 月21日㈰
【入場料】無料
【会　場】肱川風の博物館・歌麿館
【開館時間】午前 9 時～午後 5 時
　　　　　（入館受付 午後 4 時30分まで）

【関連イベント】ボタニカルアートレッスン（要予約）
　手ぶらで気軽に参加できます。初心者でも大
丈夫です。
▽日　時　 令和 3 年 1 月17日㈰
　　　　　午後 1時30分～ 3 時30分
▽講　師　矢野　美保先生
▽定　員　10人（先着順）
▽参加費　2,000円（材料費込み）
▽休館日　 火曜日、祝日の場合、

年末年始

【問い合わせ先】
肱川風の博物館・歌麿館　☎34－2181

寝たきり高齢者などの障害者控除「ボタニカルアート展」の開催

19 広報おおず 2021年１月号

Information pick up



補助費等
64億5,826万円
44.5％

人件費
24億6,484万円
17.0％

扶助費
15億1,929万円
10.5％

普通建設事業費
15億639万円
10.4％

公債費
12億1,413万円
8.4％

物件費
9億6,697万円
6.7％

その他
3億6,440万円
2.5％

歳出総額

144億9‚428万円

歳　入

99億3,725万円
63億 831万円

地方交付税

国庫支出金

繰　越　金

市　　　税

分担金及び負担金

使用料及び手数料

地方消費税交付金

県 支 出 金

そ　の　他

歳　出

0 20億 40億 60億 120億100億80億020億40億60億120億 100億 80億

総　務　費

民　生　費

土　木　費

公　債　費

消　防　費

教　育　費

商　工　費

衛　生　費

予算額 412億6,213万円
収入額 187億 699万円 執行額 144億9,428万円

予算額 412億6,213万円

33.7％

29.9％

15.3％

14.0％

2.9％

0.9％

0.9％

0.6％

1.8％

38.0％

22.4％

9.0％

8.4％

7.9％

3.8％

3.4％

3.2％

そ　の　他
3.9％

歳入総額
約187億円

歳出総額
約145億円

110億9,542万円
55億9,209万円

41億 281万円
28億6,789万円

21億3,595万円
26億1,451万円

9億9,000万円
5億3,389万円

4億8,173万円
1億6,964万円

5億7,084万円
1億6,409万円

20億4,538万円
1億1,584万円

99億 275万円
3億4,073万円

93億9,208万円
32億4,955万円

49億5,884万円
13億1,024万円

28億8,071万円
12億1,424万円

44億2,260万円
11億4,114万円

14億2,981万円
5億5,693万円

25億9,218万円
4億8,965万円

17億8,954万円
4億6,072万円

32億2,992万円
5億6,287万円

105億6,645万円
55億 894万円

歳
　
　
入

地 方 交 付 税 どの地域に住む人でも、一定水準のサービスが受けられ
るよう国から交付されるお金

国 庫 支 出 金 道路や建物の整備などに必要なお金の一部として国から
受け入れたお金

歳
　
　
出

総 務 費 市役所の管理、電算システム、戸籍、税などの事務に使っ
たお金

民 生 費 主に福祉の充実のために使ったお金

土 木 費 道路や河川などの整備のために使ったお金

歳
出
性
質
別

補 助 費 等 団体などへの補助金や、消防などの事務を共同で処理す
るために設立された組合への負担金などに使ったお金

扶 助 費 児童手当や福祉医療、介護福祉施設・保育所の運営など
に使ったお金

普通建設事業費 道路や公園などの公共施設を建設するために使ったお金

物 件 費 ごみ処理やバスの運行、公共施設の運営などに使ったお
金

（上のグラフ）↑

（右のグラフ）→

　大洲市財政状況の公表等に関する条例第２条および地方公営企業法第40条の２の規定により、令和２年
４月１日㈬から令和２年９月30日㈬までの本市の財政状況および業務状況を次のとおり公表します。

財政状況をお知らせします

一般会計性質別執行状況

一般会計予算執行状況（令和２年度上半期の歳入・歳出の状況）

用 語 解 説

令和 ２年度上半期
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会　計　名 予算現額 収入済額 支出済額 差　引　額

国 民 健 康 保 険 55億1,058万円 21億3,425万円 20億5,217万円 8,208万円 

国 民 健 康 保 険 診 療 所 1億  804万円 3,001万円 4,525万円 △1,524万円 

後 期 高 齢 者 医 療 6億6,438万円 1億8,939万円 2億  114万円 △1,175万円 

介 護 保 険 54億2,744万円 21億1,437万円 22億3,031万円 △1億1,594万円 

港 湾 施 設 事 業 762万円 144万円 305万円 △161万円 

土 地 取 得 造 成 20万円 0万円 0万円 0万円 

住宅新築資金等貸付事業 1億6,146万円 172万円 1億6,037万円 △1億5,865万円 

農 業 集 落 排 水 事 業 1,827万円 271万円 517万円 △246万円 

温 泉 事 業 870万円 86万円 135万円 △49万円 

商 業 集 積 施 設 管 理 316万円 135万円 0万円 135万円 

工 業 用 地 造 成 事 業   5億7,842万円 0万円 4,550万円 △4,550万円 

飲 料 水 供 給 事 業   4,523万円 358万円 1,568万円 △1,210万円 

種　　　別 面 積 な ど

宅　　　地 2,053,846㎡

山　　　林 4,597,231㎡

田　　　畑 311,847㎡

雑　種　地 464,592㎡

建　　　物 350,540㎡

立　　　木 103,916㎥

名　　　称 金　　　額

財 政 調 整 基 金 23億1,886万円

減 債 基 金 10億5,103万円

国民健康保険財政調整基金 0万円

土 地 開 発 基 金 4億8,699万円

その他特定目的基金など 44億1,244万円

出 資 金 な ど 3億1,513万円

合　　　計 85億8,445万円

区　　　分 総　収　益 総　費　用 当期純利益

工業用水道 434万円 458万円 △24万円 

水　　　道 3億8,497万円 2億3,170万円 1億5,327万円 

下　水　道 3億3,825万円 6,255万円 2億7,570万円 

病　　　院 13億  220万円 13億3,120万円 △2,900万円 

項　　　目 金　　　額
１世帯
当たりの
負担額

１　　人
当たりの
負担額

割　合

市　民　税 9億7,329万円 49,018円 23,092円 33.9% 

固定資産税 15億9,913万円 80,536円 37,941円 55.8% 

た ば こ 税 1億1,960万円 6,023円 2,837円 4.2% 

軽自動車税 1億7,558万円 8,843円 4,166円 6.1% 

入　湯　税 29万円 14円 7円 0.0% 

合　　　計 28億6,789万円 144,434円 68,043円 100.0% 

区　　　分 件数 現　在　高
１世帯

当たりの額
１人

当たりの額

一般会計分 300 281億3,477万円 1,416,940円 667,523円 

特別会計分 30 2億  761万円 10,456円 4,926円 

企業会計分 241 110億3,811万円 555,908円 261,889円 

合　　　計 571 393億8,049万円 1,983,304円 934,338円 

特別会計の状況

企業会計の状況（水道や病院の経営状況）

市税と市民負担の状況

市債の状況（市の借入金の残高）

※令和 2 年 9 月30日現在
　世帯数：19,856世帯　人口：42,148人

市有財産の状況
（市が所有する土地・建物・基金など）
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「
大
洲
市
障
が
い
福
祉
計
画（
第
６
期
）・
大
洲
市
障
が
い
児
福
祉
計
画（
第
２

期
）」お
よ
び「
大
洲
市
高
齢
者
保
健
福
祉
計
画・
大
洲
市
介
護
保
険
事
業
計
画

（
第
８
期
）」素
案
に
対
す
る
意
見
募
集

　

大
洲
市
で
は
、
と
も
に
支
え
あ
う
福

祉
の
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
す
る
た
め
福

祉
の
充
実
を
図
る
と
と
も
に
、
住
み
慣

れ
た
地
域
で
生
き
生
き
と
暮
ら
し
続
け

ら
れ
る
よ
う
、
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
に
基

づ
い
て
次
の
計
画
を
作
成
し
て
い
ま
す
。

①
大
洲
市
障
が
い
福
祉
計
画
（
第
６
期
）

大
洲
市
障
が
い
児
福
祉
計
画
（
第
２
期
）

②
大
洲
市
高
齢
者
保
健
福
祉
計
画
・
大
洲

市
介
護
保
険
事
業
計
画
（
第
８
期
）

　

こ
の
計
画
に
み
な
さ
ん
の
意
見
を
反

映
さ
せ
る
た
め
、計
画
素
案
を
公
表
し
、

意
見
募
集
を
行
い
ま
す
。

【 

計
画
素
案
の
公
表
方
法
お
よ
び
供
覧

場
所
】

▽ 

市
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

▽ 

市
役
所
本
庁
（
①
社
会
福
祉
課
、
②

高
齢
福
祉
課
）

▽ 

各
支
所
（
長
浜
・
肱
川
・
河
辺
）
地

域
振
興
課

▽
各
公
民
館

【
供
覧
お
よ
び
意
見
募
集
の
期
間
】

12
月
15
日
㈫
〜
令
和
３
年
１
月
15
日
㈮

（
土
、
日
、
祝
日
、
年
末
年
始
は
除
く
）

※ 

供
覧
時
間
：
午
前
８
時
30
分
〜
午
後

５
時
15
分

【
意
見
の
受
付
方
法
】

　

意
見
は
、
氏
名
、
住
所
、
連
絡
先
を

明
記
の
う
え
郵
送
、
フ
ァ
ッ
ク
ス
ま
た

は
電
子
メ
ー
ル
に
よ
り
、
①
は
社
会
福

祉
課
へ
、
②
は
高
齢
福
祉
課
へ
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。
持
参
す
る
場
合
は
、
本

庁
ま
た
は
各
支
所
の
担
当
課
へ
お
願
い

し
ま
す
。（
書
式
不
問
）

【
意
見
の
取
り
扱
い
】

　

意
見
集
約
後
、
大
洲
市
の
考
え
を
公

表
し
ま
す
。（
ご
意
見
を
い
た
だ
い
た

人
の
氏
名
な
ど
の
公
表
お
よ
び
意
見
に

対
す
る
個
別
の
回
答
は
し
ま
せ
ん
。
ま

た
、
内
容
が
類
似
す
る
場
合
は
、
ま
と

め
て
公
表
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
）

【
意
見
募
集
の
対
象
者
】

▽ 

市
内
に
住
所
を
有
す
る
人

▽ 

市
内
に
事
務
所
お
よ
び
事
業
所
を
有

す
る
法
人
・
団
体
な
ど

▽ 

市
内
の
事
務
所
お
よ
び
事
業
所
に
勤

務
す
る
人

▽ 

市
内
の
学
校
に
在
学
す
る
人

▽ 

計
画
な
ど
に
利
害
関
係
を
有
す
る
法

人
・
団
体
な
ど

【
問
い
合
わ
せ
先
（
受
付
場
所
）】

社
会
福
祉
課　

〒
７
９
５

｜

８
６
０
１

　

大
洲
市
大
洲
６
９
０
番
地
の
１

　

☎
㉔
１
７
５
８　

℻
㉔
０
９
６
１

　

E-m
ail: syakaihukushika@

city.
ozu.ehim

e.jp

高
齢
福
祉
課　

〒
７
９
５

｜

８
６
０
１

１
月
26
日
は

「
文
化
財
防
火
デ
ー
」で
す

～
文
化
財
を
火
災
な
ど
か
ら
守
ろ
う
～

【
文
化
財
防
火
デ
ー
を
ご
存
じ
で
す
か
】

　

昭
和
24
年
１
月
26
日
に
奈
良
県
生
駒

郡
斑い
か

鳩る
が

町
に
あ
る
法
隆
寺
金
堂
か
ら
出

火
し
た
火
災
に
よ
っ
て
、
壁
十
二
面
に
描

か
れ
た
仏
画
の
大
半
が
焼
損
し
ま
し
た
。

　

そ
の
後
も
文
化
財
の
焼
損
な
ど
が
続

い
た
た
め
、
文
化
財
を
火
災
か
ら
守
ろ

う
と
い
う
世
論
が
高
ま
り
、
昭
和
30
年

か
ら
１
月
26
日
を「
文
化
財
防
火
デ
ー
」

　

大
洲
市
大
洲
６
９
０
番
地
の
１

　

☎
㉔
１
７
１
４　

℻
㉔
０
９
６
１

　

E-m
ail: koureihukushika@

city.
ozu.ehim

e.jp

長
浜
支
所　

〒
７
９
９

｜

３
４
０
１

　

大
洲
市
長
浜
甲
４
８
０
番
地
の
３

　

地
域
振
興
課　

☎
�
１
１
１
１

肱
川
支
所　

〒
７
９
７

｜

１
５
９
２

　

大
洲
市
肱
川
町
山
鳥
坂
74
番
地

　

地
域
振
興
課　

☎
34
２
３
１
１

河
辺
支
所　

〒
７
９
７

｜

１
６
０
１

　

大
洲
市
河
辺
町
植
松
５
４
８
番
地

　

地
域
振
興
課　

☎
39
２
１
１
１

各
公
民
館

と
し
、
防
火
設
備
の
点
検
や
消
防
訓
練

を
実
施
し
て
、
文
化
財
を
火
災
か
ら
守

る
運
動
を
行
う
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

消
防
署
で
は
、
こ
の
日
を
中
心
に
文

化
財
を
火
災
か
ら
守
る
た
め
の
消
防
訓

練
や
防
火
査
察
な
ど
を
実
施
し
、
火
災

予
防
を
推
進
し
て
い
ま
す
。

【
文
化
財
を
火
災
か
ら
守
り
ま
し
ょ
う
】

　

文
化
財
建
造
物
は
、
そ
の
多
く
が
木

造
で
あ
る
た
め
、
火
災
に
よ
り
大
き
な

被
害
を
受
け
る
危
険
性
が
高
く
な
っ
て

い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
文
化
財
を
火
災

か
ら
守
る
た
め
に
は
、
日
頃
か
ら
防
火

対
策
が
大
切
で
す
。
ま
た
、
文
化
財
の

周
辺
で
の
た
き
火
、
喫
煙
は
し
な
い
よ

う
に
、
さ
ら
に
、
周
辺
に
は
ご
み
や
紙

く
ず
な
ど
を
捨
て
な
い
よ
う
に
注
意
し

て
く
だ
さ
い
。

　

文
化
財
は
、
歴
史
・
文
化
を
正
し
く

理
解
す
る
う
え
で
欠
か
す
こ
と
の
で
き

な
い
国
民
共
有
の
貴
重
な
財
産
で
す
。

さ
ま
ざ
ま
な
災
害
か
ら
文
化
財
を
守

り
、
歴
史
的
遺
産
を
大
切
に
保
護
し
、

後
世
に
伝
え
て
い
く
こ
と
は
私
た
ち
の

責
任
で
す
。

　

み
な
さ
ん
も
、

身
近
に
あ
る
文
化

財
の
保
護
に
ご
理

解
と
ご
協
力
お
願

い
し
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

大
洲
消
防
署
本
署　
　

☎
㉔
０
１
１
９

長
浜
支
署　
　
　
　
　

☎
�
０
１
１
９

川
上
支
署　
　
　
　
　

☎
34
２
８
５
１
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